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限度額適用認定申請書 

 

 

 

※ 70 歳以上の一般所得者（自己負担割合 2 割）の方と 70 歳以上で標準報酬月額が 83 万円以上の方

は申請不要です。 

※「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を

超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります。 

  

 

注）・退職後、任意継続組合員の資格を取得される方は、記号番号が変わりますので 

再度申請してください。 

・すでに医療機関にて自己負担３割分（就学前は２割）支払済みの場合は申請の

必要はありません。（支払前に申請し、医療機関に提示するための証です。） 

  組合員及び被扶養者が保険医療機関等から療養等を受けた場合、あらかじめ共済組合

の認定を受けることで、窓口で支払う一部負担金等の額を高額療養費の算定基礎となる

１ヵ月あたりの自己負担限度額までにおさえることができます。 

この制度を利用するには、「限度額適用認定申請書」を共済組合に提出し、共済組合が

発行する「限度額適用認定証」を組合員証と共に※医療機関に提示する必要があります。 

(70歳以上の一般所得者(自己負担割合 2割)の方と 70 歳以上で標準報酬月額 83 万円以上の方は

申請不要です。) 

 

医療機関の窓口

で、いつから使用

するかを記入し

てください。 

例えば、４月診療

分から使用する

場合は４月１日

と記入してくだ

さい。 

※有効期限は  

１年間です。 

 

 

発効年月の標準報酬月額

を記入してください。 


